
 

 

「けが」＋「病気」を補償！ 

「全国商工会会員福祉共済“秋田県版”」 

 就業中・業務外、国内外を問わず２４時間、急激・偶然・外来の事故（天災担保）による怪我

を補償します。毎月の掛金は年齢・性別・職種に関係なく月額 1,000 円の掛金でケガによる死

亡、後遺症、入・通院、手術の補償が受けられます。 

 この「福祉共済」に付帯して、“病気での入院・手術”への補償を充実する「医療特約」。掛金

に1,000円プラスするだけで、疾病による入院と、手術を受けられた場合にお支払いします。入

院 1日目からの補償で、日帰り入院も補償されます。 

 

「がん診断に加え、けがや病気の入院・手術、先進医療」を補償！ 

「が ん 重 点 補 償」 

 月々３０００円の「“がん”重点補償」では、がんと診断された場合には診断共済金として１００万円が給付されほ

か、がんやその他のけがや疾病による入院・手術の補償が受けられます。先進医療を受けられた場合には通算

支払制度がなく何度でも補償されます。 

 

病気や怪我で就業できなくなった期間、月々の所得を補償！ 

「全国商工会経営者休業補償制度“秋田県版”」 
就業中・業務外、国内外を問わず２４時間、病気や怪我で就業できなくなった場合に所

得を補償によるも両方カバーし、災害事故でも天災担保で安心できる補償制度です。掛

金は職種を問わず 1,000 円ですが、補償金額は年齢により異なります。医師の指示によ

る自宅安静療養のみでも補償（免責日数は 4日）します。 

 

１つの掛金で貯蓄・融資斡旋・生命保障の３つの安心 

「商 工 貯 蓄 共 済」 
この制度は「貯蓄」「融資」「保障」の３つの特色を組み合わせた商工会会員のための共済制度です。 

商工貯蓄共済事業は、昭和５０年に中小企業庁から商工会の正規事業として認められた全国統一の共済制度

で、会員皆様の福利厚生の充実、健全経営のための有効な資金活用を目的として、わずかな掛金で貯蓄、生命

保障、融資斡旋と幅広く皆様のお手伝いをいたします。 

 

商工会会員のための企業年金保険 事業主と後継者の豊かな未来 

【全国商工会経営者年金制度】 
全国商工会連合会が商工会会員の皆様に提供する魅力ある年金制度です。年金開始は満６０歳から満７０歳

までの間で自由に決められます。公的年金に加えて豊かな未来のためにお役立てください。 

 

もしものＰＬ事故に備える保険 

「中小企業ＰＬ保険制度（生産物賠償責任保険）」 
ＰＬ保険とは、製造または販売した製品や請け負った仕事の結果が原因で、製品の引渡後

または仕事の終了後に他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したり

するような物損事故に対して損害賠償請求がされたことによる、法律上の損害賠償金や争訟

費用等の損害について保険金をお支払いします。製品回収に伴う費用を補償するリコール担

保特約も付加できます。 

 

個人情報漏えい防止対策は万全ですか？ 

「全国商工会個人情報漏えい保険制度」 
個人情報が漏えいした場合に被る損害賠償金、謝罪広告掲載費用、見舞品購入費用、

法律相談費用等を補償する保険です。 

個人情報が漏えいし、日本国内において損害賠償請求が提起された場合に、被保険者

が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害（損害賠償金や事故の解決の

ために費やした費用等）を補償します。 

 

“迅速な支払い”がモットーの火災保険 

「秋 田 県 火 災 共 済」 
割安な掛け金で、建物の災害を広範囲でカバー。確かな安心であなたの財産を守ります。県内の事業関係者、

会社員の方などどなたでも加入できます。 

保障の範囲 

［普通火災］ 火災、破裂・爆発、落雷、風災・ひょう災・雪災  

［総合火災］ 普通火災契約の保障範囲＋物体の落下・飛来・衝突等、水ぬれ、

騒じょう・集団争議に伴う暴力・破裂行為、盗難（商品を除く）、台

風・暴雨などによる火災 

・建物の損害に対する損害共済金の他、臨時費用共済金、残存物取片付け費用共済金、 

失火見舞共済金、傷害費用共済金などの費用共済金も支払われます。 

・新価共済特約、類焼見舞金担保特約もあります。 

 

安 心 が 結 ぶ 共 済 の 輪！ 

「東北自動車共済・自賠責共済」 
自動車共済制度とは、経済産業省の認可を得た協同組合が運営する自動車の

事故にかかる共済事業を行う制度です。共済制度の内容は、損害保険会社の補

償とそん色ありません。しかも、加入者の相互扶助が目的のため掛金が割安です。

どなたでもご加入いただけます。他の保険会社（ＪＡ共済、全労災等含む）からの乗

り換えも無事故割引が引き継ぎできます。 

自賠責共済は、自動車損害賠償保障法（自賠法）に基づいた共済制度で損害保

険会社の自賠責保険と同一内容のものです。 

もしもの場合も、休日・夜間事故受付を２４時間体制で行っており、示談交渉サービスや自賠責共済金との一括

支払い、ロードサービスを提供しています。 

 

人身・物損・ロードサービスを備えた共済 

「自動車事故見舞金共済（ハンドル共済）」 
被共済自動車を運転中の場合に限り、起因する事故によって自己または他人が傷害を被ったことにより、緊急

または臨時に生じる共済契約者の経済的負担を補償します。自賠責・任意保険とは別に事故時の費用負担をしっ

かりサポートします。相手への賠償の共済ではありませんので、過失割合・示談に関係なくお支払いいたしますの

で、事故の解決などにお役立ていただけます。 

 

 



 

 

小規模企業経営者のための退職金制度 

「小規模企業共済（経営者の退職金）」 
小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたりした場合に、

生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、いわば「小規模

企業の経営者のための退職金制度」です。個人事業者の配偶者や後継者などの「共同経営者」も加入できるよう

になっています。 

・掛金月額は毎月 1,000～70,000 円の範囲内（500 円刻み）で自由に選べます。 

・掛金は、全額を「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。 

・納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付（担保・保証人不要）が受けられます。 

 
国がサポートする中小企業の従業員の退職金制度 

「中小企業退職金共済（中退共）」 
中退共は、中小企業の従業員（パート従業員含む）の福祉の増進と、企業の振興に寄与することを目的に、法

律に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利

で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。個人事業者と生計を一にする同居親族も加入できるよう

になっています。 

・掛金月額は、従業員毎に 5,000～30,000 円の 16 種類から自由に選択できます。 

・掛金は、全額を「税法上の損金又は必要経費」に算入できます。 

・新規に加入した場合は、加入後４カ月目から１年間月額掛金の 1/2（従業員毎上限 5,000 円）が国から 

助成されます。掛金を増額した場合にも増額分の 1/3 が増額月から１年間助成されます。 

 

取引先の突然の倒産時にあなたを守る共済制度 

「中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）」 
経営セーフティ共済は、万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金の

貸付けが受けられる国の共済制度です。もしものときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップしあなたを

連鎖倒産から守ります。 

・掛金月額は、5,000～200,000 円の範囲内（5,000 円刻み）で自由に選べます。 

・掛金は、全額を「税法上の損金又は必要経費」に算入できます。 

・貸付は、取引先の倒産などによる場合には「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の 10倍に相 

当する額（最高 8,000 万円）」のいずれか少ない額ですが、解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付 

金」制度もあります。 

 

※ このチラシで紹介した共済や保険の内容は概要ですので、詳細については商品単独のパンフレット 

やチラシをご覧ください。なお、商工会にご連絡いただければ資料を持参し担当職員が説明にお伺い 

します。 

 

 

 

 

 

商工会の共済があなたの暮らしをまもります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【皆様の暮らしを守る共済・保険編】 

 

 

皆様の生命や暮らしを守る共済、財産を守る共済、商売には欠かせない共済

まで、商工会の共済はフルカバーで皆様の暮らしを守ります。 

相互扶助の観点から掛金も割安で補償も充実。 

商工会がお勧めする共済や保険は、国や全国組織の団体が運営する共済です

ので、安心してご加入いただけます。 

もしもの時のために、商工会の共済・保険にご加入ください。 
 

商工会は身近な経営パートナー 

H2３年度小規模事業施策普及パンフレット№3 

大 館 北 秋 商 工 会 http://shoko.skr-akita.or.jp/odate-hokushu/ 

本   所 〒018-5701 大館市比内町扇田字新大堤下 93-11 

       TEL：55-0406／FAX：55-0755／E-mail：hinai@shoko.skr-akita.or.jp 

田代支所 〒018-3505 大館市早口字上野 45-15 

       TEL：54-2256／FAX：54-2257／E-mail：tashiro@shoko.skr-akita.or.jp 

花矢支所 〒017-0005 大館市花岡町字堂屋敷 101-1 

       TEL：46-1216／FAX：46-1659／E-mail：hanaya@shoko.skr-akita.or.jp 

 


